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ダム再開発の検証に係る検討 概要資料① 

１．流域の概要 

① 流域の概要 
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を合流しながら向きを北に変え瀬戸内海に注いでいる二級河川である。 

その流域は東かがわ市に属し、流域面積 51.6km2、流路延長 18.0km で東かがわ市の全体面積

（153.35km2）のうち、約 1/3 を占める。 

 

② 河川整備基本方針・河川整備計画 

五名ダム再開発は、現行計画（平成 14 年策定 湊川水系河川整備計画）では、概ね 50 年に 1 回

発生する洪水を安全に流下させることを目標としているが、策定後に発生した平成 16 年台風 23 号

洪水は基本高水を超える出水で甚大な被害が発生した。 

現行の治水計画では、平成 16 年台風 23 号洪水を防御することができないため、再度災害の防止

の観点から湊川水系の治水計画を変更する。 

(1) 湊川水系河川整備基本方針（変更計画案） 

基本高水は、平成 16 年台風 23 号により発生した既往最大洪水をふまえ、河口から 2.5km の寺前
てらまえ

橋地点において 790m3/s とし、このうち流域内洪水調節施設により 160m3/s を調節して河道への配

分流量を 630m3/s とする。 

笠屋
か さ や

橋地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、利水の状況、動植物の保護、

流水の清潔の保持などを考慮し、0.16～0.30m3/s とする。 

(2) 湊川水系河川整備計画（変更計画案） 

湊川では東山
ひがしやま

川
かわ

下流地点の平野部において流域の人口や資産の状況等を考慮し、既往最大の平成

16 年台風 23 号洪水を安全に流下させることを目標とする。 

湊川の基本高水流量は、寺前橋地点において 790m3/s であり、五名ダムの再開発により 160m3/s

の洪水調節を行い、湊川の計画高水流量は、寺前橋地点で 630m3/s とする。 

湊川においては概ね 10 年に 1 回発生する渇水時においても、流水の正常な機能を維持するために

必要な流量を確保するものとし、その流量は、笠屋橋地点において概ね 0.16～0.30m3/s となる。 

東かがわ市から新規水道用水の要望があるため、五名ダム再開発を有効に活用し、水資源の合理的

な利用の促進を図るものとする。 

 

③ ダムの目的及び諸元 

・目的－洪水調節、新規利水、流水の正常な機能の維持 

・諸元※－形式：重力式コンクリートダム 

堤高：55.4m、堤頂長：235.7m、堤体積：178 千 m3、集水面積：10.4km2、 

総貯水容量：645 万 m3、有効貯水容量：610 万 m3  

※ 変更計画案の諸元。これにより検証に係る検討を実施。  

 

図-容量配分図（変更計画案（五名ダム再開発）） 

 

 

 

図-流域概要図 
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以上、いずれの目的においても「変更計画案（五名ダム再開発）」が最も有利となり、全ての目的別

の総合評価の結果が一致した。よって、検証対象ダムの総合的な評価の結果として、最も有利な案は

「変更計画案（五名ダム再開発）」である。 

 

６．聴取した意見と対応（学識経験者、関係住民、関係地方公共団体の長等） 

指摘事項 検討主体の考え方 

＜学識経験者を有する者＞ 

・ダムができることによる、生物の多様性の変化を見る視

点も必要である。 

 

 

 

 

・トップダウン的に国から検討手法が決められているが、

全国共通の考え方だけではなく、地域特性を考慮し、ボ

トムアップ的に議論すべきではないか。 

 

・地元の意見を踏まえる必要がある。 

 

 

 

・治水安全度が流域によって異なっていることについて議

論が必要。 

 

 

 

・香川県にとって自己水源の確保は重要な問題であり、県

独自の評価軸も必要。 

 

 

 

 

 

・希少種の存在について確認しておくこと。 

 

 

 

 

・開発水量を当初計画の 3,000m3/日から 2,000m3/日に変

更することは理解できた。2,000m3/日の水源確保が必要

であるという点はゆるがないようにして説明していく

ことが重要である。 

 

・人口が減少していく中で新規利水として 2,000m3/日が

必要であることについて、渇水時におけるリスクを考

え、不安定水源での確保水量が減少できること等、分か

りやすい説明をしてほしい。 

 

・近年、ため池の維持管理ができずに機能を確保できない

という状況もあると聞いている。香川用水ができた当時

と現在でも状況が変化してきているため、それぞれの水

源の供給量がどこまで信頼できるものか不安に思って

いる。 

 

・ダムは大事だと考えている。ダムは水の教育の場でもあ

 

・現在建設中の椛川ダムでは、香川県ダム環境委員会にお

ける専門家の意見を聴きながら動植物のモニタリング

を実施し、必要に応じて保全措置を講じるなど自然環境

に配慮しつつ工事を進めており、今後のダム事業の実施

に当たりましても、同様に進めてまいります。 

 

・今後の河川行政やダム事業を進める上で参考とさせてい

ただきます。今回は、「ダム事業の検証に係る検討に関す

る再評価実施要領細目」に基づき、検討を実施しました。 

 

・地元説明会やパブリックコメントを実施して意見を聴取

しました。今後は頂いた意見を参考に事業を進めてまい

ります。 

 

・香川県では、流域面積や、氾濫区域内の人口や資産額、

工業出荷額などから流域の安全度を判断する香川県版

の指標を作成しており、県内の他の河川においてもこの

指標を用いて水系ごとに計画規模を設定しております。 

 

・香川県では、近年でも渇水が頻発しており、ダムにより

自己水源を確保してくことは重要であると考えており

ます。なお、今回は「ダム事業の検証に係る検討に関す

る再評価実施要領細目」に基づき、検討を実施しました

が、今後のダム事業の必要性を訴えていく上で県独自の

評価軸についても検討したいと考えております。 

 

・これまでの環境調査を実施しており、希少種の存在につ

いて確認しております。今後、ダム事業を進める上にお

いては、再度環境調査を行って、情報を更新し、影響の

評価を実施してまいります。 

 

・ご意見を踏まえて今後のダム事業を進めてまいりたいと

考えております。 

 

 

 

・東かがわ市では、渇水時には約 7 割にまで取水量が減少

することから、五名ダム再開発により渇水時においても

安定的な水源を確保することが必要であると考えてお

ります。 

 

・近年、渇水が頻発しているため、五名ダム再開発により

安定的な水源を確保することが必要であると考えてい

る。 

 

 

 

・ダムによる治水や利水の効果や大切さをアピールして県

る。行政は、治水や利水の効果や大切さについて、もっ

と住民や県民にアピールしていく必要がある。 

 

・ダムの役割として、「治水」、「利水」がある。「利水」の

中には、植物や生物に配慮した環境保護の側面もあり、

その部分も非常に重要である。 

 

 

 

 

 

・コストが安いからいいというわけではない。ダムの役割

から必要性を説明し、その役割に対する応分の負担は必

要であると考えている。 

 

・利水代替案の貯水池案は上流まで導水しなければならな

い。新規利水は導水の必要性を理解できるが、正常流量

を上流まで導水するのは現実的ではないのではないか。 

 

・計画の変更で対象降雨量を増やしているが、それ以上の

雨が降らないとも限らない。変更計画が適正な規模とな

っているかを丁寧に説明する必要がある。 

 

 

 

・ダムで洪水を防御しても、下流で土砂崩れがあれば危険

を排除できない。砂防や土砂災害対策も併せて実施する

べきではないか。 

 

・地元が誇れ、地域の宝になって、賑わいが創出されるよ

うなダム整備を実施してほしい。 

 

・ダムができるまでにどうしても時間がかかる。その間の

地元流域の住民のために、河川の点検や必要箇所の修繕

などを適切に実施することが必要である。 

 

・早く事業を進めるべきである。費用対効果につながるこ

とだが、短期的な視点だけでなく、将来世代を見据えた

ダム計画としていただきたい。 

 

民の理解を促すことは、非常に重要であるため、より効

果的な広報について検討し実施してまいります。 

 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」に基づいて、「治水」「利水（水道用水）」、「流水の正

常な機能の維持」について、各目的別に詳細な検討を行

いました。 

なお、事業の実施にあたっては、必要な調査や香川県ダ

ム環境委員会における専門家の意見を聴きながら、環境

に十分に配慮して進めてまいります。 

 

・今後のダム事業の効果や必要性を訴えていく上で参考と

させていただきます。 

 

 

・流水の正常な機能の維持の代替案については、「ダム事業

の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づ

いて予断なく立案して検討しました。 

 

・現行計画では概ね５０年に１回発生する洪水に対応する

ものでしたが、平成１６年台風２３号は、それを超える

規模の洪水でした。そこで、既往最大である平成１６年

台風２３号に対応する計画に変更して流域の安全性の

向上を図ります。 

 

・流域としての防災対策を総合的に進める上で、対策が必

要な箇所については適切に対処してまいりたいと考え

ております。 

 

・ご意見を踏まえて今後のダム事業を進めてまいりたいと

考えております。 

 

・今後もダム事業に関わらず、河川についても改修や補修、

堤防の点検などを適切に実施してまいります。 

 

 

・ご意見を踏まえて今後のダム事業を進めてまいりたいと

考えております。 

＜関係住民＞ 

・五名付近には県道があまりなく、あっても状態が悪い。

国道 377 号が災害などで通行止めとなった場合の迂回

路として、市道を県道に昇格し整備することも必要では

ないか。 

 

・今回の説明会で、洪水の状況だとか、ダムの必要性や計

画の変更についてはよく理解できた。しかし、地元住民

としては、今後いつごろ用地買収に来るのか、ダムはい

つごろ完成するのか、といったところが知りたい。 

 

 

 

・再開発ダムの堰堤の高さは既設ダムと比較してどれくら

いか。 

 

・私は日下に住んでおり、おそらくダム湖に沈む土地をも

っている。複雑ではあるが、用地に協力する考えだ。 

 

・検証に係る検討の結果、事業が継続となった後に道路の

設計等の検討を進めていくことになります。その際に

は、災害に強い堅固な道路とする等の検討を進めてまい

ります。 

 

・県内の他のダムの事例を参考に用地買収などに本格的に

着手した後、概ね１０年程度での完成を見込んでいま

す。 

今後は、ダム事業を継続して実施し、早期の用地買収等

に着手できるようにダム検証に係る検討手続きを進め

てまいります。 

 

・既設ダムより約１４ｍ程度高くなる見込みです。 

 

 

・今後は、ダム事業を継続して実施し、早期の用地買収等

に着手できるようにダム検証に係る検討手続きを進め
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てまいります。 

 

指摘事項 

＜関係地方公共団体の長からの意見＞ 

「治水・利水両面から総合的に評価した結果、最も優位である現計画（五名ダム再開発）を継続して事業を進める。」

とした県の判断は妥当であると考えます。 

また、五名ダムは、東かがわ市の自己水源の確保と、湊川の治水安全度の向上を図り、市民の安全・安心を確保する

重要な事業でありますことから、事業の早期完了が図られるよう要望します。 

 

 

７．対応方針 

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、検証に係る検討を行った結

果、事業の点検等で得られた変更計画案（五名ダム再開発）は「継続」することが妥当であると考えら

れる。 
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